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開催日 平成３０年１０月２５日（木） 

場 所 秦野市役所西庁舎３Ａ会議室 

時 間 午後２時～３時３０分 
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出 席 委 員 （◎会長、○副会長）（敬称略） 

今井 実、大野祐司、谷 和雄、◎加藤仁美、○山口政雄、佐野友保、久

保寺邦夫、藤村和靜、金子茂浩、城取康弘（村山英彦の代理）、伊藤 浩

（三枝 薫の代理）、柏木元樹、諸星一雄  １３名 

 

事 務 局 等 出 席 者 

都市部長 関野 和之 

都市部都市政策課長 小谷 幹夫 

都市部都市政策課課長代理（都市総務担当）小山田 智基 

都市部都市政策課課長代理（都市計画担当）伊丹 智栄 

都市部都市政策課主任主事 服部 聡

都市部都市政策課技師 永井 孝志 

都市部都市政策課技師 倉田 祐行 

都市部都市政策課主事 尾﨑 祐輔 

 

会 議 内 容 

１ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 委員紹介、事務局職員紹介 

４ 仮議長選出 

５ 正副会長選任（正副会長あいさつ） 

  会長 加藤仁美委員、副会長 山口政雄委員を選出 

６ 諮問 

７ 議事 

（1）諮問事項 

議案第１号 秦野都市計画生産緑地地区の変更について 

（2）報告事項  

  報告第１号 立地適性化計画の進捗状況について 

  報告第２号 新市街地ゾーンの進捗状況 

（3）その他 

８ 閉会 
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【議事要旨】 

会  長 

 

 

 

 

事 務 局 

（都市計画担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、会議次第により、進めていきたいと思います。 

議事（１）「諮問事項」ですが、本日は「議案第１号 秦

野都市計画生産緑地地区の変更について」を議題とします。 

それでは、事務局説明をお願いします。 

 

それでは、「秦野都市計画生産緑地地区の変更」について、

説明いたします。 

平成３０年度の生産緑地地区の変更は、区域の拡大が３

箇所、縮小が４箇所、廃止が４箇所の合計１１箇所となりま

す。また、今回の変更により本市の生産緑地の箇所数につき

ましては、６７４箇所から６７０箇所になり、４箇所の減少

になります。面積は１０１.５ヘクタールから１００.８ヘ

クタールになり０.７ヘクタールの減少となります。 

こちらは、本市の生産緑地地区の箇所数と指定面積の推

移になります。 

平成４年に当初指定を行い、６６６箇所、約１０１ヘクタ

ールが指定され、ピーク時の平成９年には、７４３箇所、１

１３．２ヘクタールとなりましたが、その後、高齢化の進展

や農業の担い手不足などにより、生産緑地は減少傾向成が

続いている状況となっております。 

つづいて、今年度の生産緑地の変更理由ですが、まず１つ

目が、生産緑地の追加指定方針に基づき、既に指定された生

産緑地と集団化した農地として、区域の拡大を行うもの。 

２つ目として、生産緑地法第８条に基づく公共施設の設

置により区域の縮小を行うもの。 

３つ目が、農業の主たる従事者の死亡により、生産緑地法

第１０条による買取りの申し出がなされ、区域の縮小又は

廃止を行うもの。 

以上が、今回の変更理由となっております。 

今回の変更箇所としましては、こちらの総括図で示しま

した１１箇所となります。 

それでは、今回ご審議いただく案件について説明いたし

ます。 
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はじめに、区域の拡大をする生産緑地について説明いた

します。 

ここから説明いたします３件につきましては、生産緑地

の指定要望が出され、追加指定方針に基づき、既に指定され

た生産緑地と集団化した農地として、区域の拡大を行う案

件になります。 

はじめに箇所番号３６１番について説明いたします。 

場所は曽屋４８００番ほか２筆で、スクリーン上の青色

で示した区域が、今回指定要望がなされ、拡大する区域とな

っており、赤色で示した区域が既に指定されている区域と

なっております。 

指定面積は５１０平方メートルから１４５０平方メート

ルに変更となります。 

こちらが、箇所番号５１４番になります。 

場所は鶴巻１８１６番ほか１筆で、青色で示した区域が、

拡大する区域となっており、赤色で示した区域が既に指定

されている区域となっております。 

指定面積は５９０平方メートルから１２１０平方メート

ルに変更となります。 

こちらは、箇所番号５９７番になります。 

場所は曽屋３７０１番１ほか８筆で、青色で示した区域

が今回拡大する区域、赤色で示した区域が既存生産緑地区

域となっております。 

指定面積は１２６０平方メートルから１９８０平方メー

トルに変更となります。 

続きまして、区域の縮小をした生産緑地について説明い

たします。 

こちらは、箇所番号２８５番になります。 

場所は今泉６５２番ほか６筆で、生産緑地法第８条に基

づく公共施設等の設置により、区域の縮小を行うものです。 

こちらの黄色で示した区域が、市道今泉１７号線の拡幅

計画に伴い、区域の廃止を行うもので、赤で示した区域につ

いては、生産緑地として残る区域となります。 

指定面積は８４６０平方メートルから８３６０平方メー
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トルに変更となります。 

ここから説明いたします３件につきましては、農業の主

たる従事者の死亡により、生産緑地法第１０条による買取

りの申し出がなされ、区域の縮小を行う案件になります。 

はじめに、箇所番号５６０番になります。 

場所は北矢名１２２４番２ほか１筆で、黄色で示した区

域が買取り申出された区域で、こちらの区域を廃止し、赤で

示した区域は生産緑地として残る区域となっております。 

指定面積は１２６０平方メートルから１２４０平方メー

トルに変更となります。 

こちらは、箇所番号５６９番になります。 

場所は南矢名２２９５番２ほか３筆で、黄色で示した区

域を廃止し、赤で示した区域は生産緑地として残る区域と

なっております。 

指定面積は９９０平方メートルから７１０平方メートル

に変更となります。 

こちらは、箇所番号７５２番になります。 

場所は立野台一丁目５番７ほか１筆で、黄色で示した区

域を廃止し、赤で示した区域が生産緑地として残る区域と

なります。 

指定面積は３０５０平方メートルから２５８０平方メー

トルに変更となります。 

最後に、区域の廃止をした生産緑地について説明いたし

ます。 

ここから説明いたします４件につきましては、農業の主

たる従事者の死亡により、生産緑地法第１０条による買取

りの申し出がなされ、区域の廃止を行う案件になります。 

箇所番号３８番について説明いたします。場所は堀山下

６０２番で、黄色で示した区域が買取り申出された区域で

廃止をするものです。 

指定面積は１２００平方メートルから０平方メートルに

変更となります。 

こちらが、箇所番号６４番になります。 

場所は堀西１０１７番ほか２筆で、こちらも同様に黄色
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で示した区域の廃止を行うものです。 

指定面積は１２７０平方メートルから０平方メートルに

変更となります。 

こちらが、箇所番号２９０番になります。場所は今泉２０

６１番１ほか２筆で、こちらも同様に黄色で示した区域の

廃止を行うものです。 

指定面積は２９００平方メートルから０平方メートルに

変更となります。 

こちらは、箇所番号３０８番になります。 

場所は西田原２６３番１ほか２筆で、こちらも同様に黄

色で示した区域を廃止するものです。 

指定面積は２８８０平方メートルから０平方メートルに

変更となります。 

以上が、変更箇所の個別の概要となります。 

最後に、これまでの経過と今後の予定について、説明いた

します。 

今回の変更にあたり、追加指定要望の受付を６月１日か

ら１５日までの２週間行いました。 

追加指定要望地については、「生産緑地法第２条第１項に

定める農地等」に該当しているか、本市農業委員会に 7 月２

日に照会し、該当する旨の回答をいただきました。 

その後、変更案について神奈川県知事と協議を 8 月 29 日

に開始し、異存のない旨の回答をいただいた後、都市計画法

第１７条第１項に基づき、変更案の縦覧を１0 月１日から１

５日まで行いましたが、縦覧者及び意見書の提出はありま

せんでした。 

今後の予定といたしましては、本日の都市計画審議会で

ご審議いただき、答申をいただいたあと、都市計画の変更告

示を年内に行う予定となっております。 

以上で、議案第 1 号「秦野都市計画 生産緑地地区の変

更」の説明を終わります。ご審議、よろしくお願いいたしま

す。 
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加藤会長 

 

 

久保寺委員 

 

 

会  長 

 

 

会  長 

 

 

 

 

各 委 員 

 

会  長 

 

 

 

各 委 員 

 

会  長 

 

 

 

各 委 員 

 

会  長 

 

  

会  長 

 

 

以上の案について、何かご質問、ご意見はございません

か。 

 

区域の廃止４件は、やむを得ず農業に従事出来なくなっ

たことによるものであり、認めるべきだと思います。 

 

ありがとうございました。廃止の４件に対するご意見で

した。 

 

他にご質問、ご意見がないようでしたら、これで本案件の

審議を終了し、「議案第１号 秦野都市計画生産緑地地区の

変更について」は、原案のとおり答申したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議がないようですので、この案件につきまして原案の

とおり答申いたします。答申書の作成は、会長に一任させて

いただきたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、ここでの答申書（案）の作成を省略させていた

だき、後日、皆様に写しを郵送させていただきたいと存じま

すが、これにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議がありませんので、そのように決定させていただき

ます。 

 

次に議事（２）「報告事項」として、「報告第１号 立地適

正化計画の進捗状況について」を議題とします。事務局説明

をお願いします。 
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事 務 局 

（都市総務担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、報告第１号立地適正化計画の進捗状況につい

てご説明させていただきます。 

立地適正化計画については、今回が５回目の報告となり

ます。１回目は平成２８年１２月に制度概要の報告を行い、

以後は、計画で定める２つの区域のうち都市機能誘導区域

設定にかかわる取組み状況、区域の素案、区域素案に対する

パブリックコメントの結果報告を行いました。 

今回は、年度内の計画策定を目標とする中で、進捗状況に

ついて報告をさせていただきます。 

今回から新たに審議会委員になられた方もいらっしゃい

ますので、まず、制度概要及びこれまでの取組みについて説

明をさせていただきます。 

説明は、配布資料と同じ内容のスライドで行います。 

 立地適正化計画は、都市再生特別措置法の改正により、人

口減少・少子高齢社会に対応するため、安心で快適な生活環

境を確保し持続可能な都市経営を推進するまちづくりの指

針として制度化され、都市のコンパクト化を図るとともに、

公共交通のネットワーク形成により移動手段を担保するコ

ンパクト・プラス・ネットワーク型の都市構造を推進するも

のなります。 

昨年度末時点で、全国で４０７の都市、県内で１０都市が

計画策定に関する取組みを公表しています。 

計画期間はおおむね２０年後とされ、計画区域は都市計

画区域全域、本市でいうと市域全域となります。 

この計画では都市のコンパクト化に対する基本的な方

針、都市機能誘導区域と居住誘導区域の２つの区域設定、ま

たそれぞれの区域に誘導を図るための本市の施策を記載す

ることとなっています。 

計画における区域について、都市のコンパクト化を図る

に当たり、赤枠で示した市街化区域内の駅や地域の拠点と

なっている場所に医療、福祉及び商業施設のほか、金融及び

行政窓口などの生活に必要な都市機能を集める都市機能誘

導区域を設定します。 

生活に必要な都市機能施設やコミュニティを確保するた
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めに、青枠で示した一定の人口密度を維持する居住誘導区

域を設定し、都市のコンパクト化を図るとともに、区域内を

交通ネットワークで繋ぎます。 

コンパクトシティの実現に向け、計画に基づき全ての人

口を１か所に集約を図るものではなく、都市の中心拠点や

生活拠点を複数設定し、コンパクト化を図るとともに、交通

ネットワーク形成により移動手段を確保します。 

また、区域内への移住は強制ではなく、計画期間の中で緩

やかに集約を図ります。その際に、農業従事者など、産業と

居住が結びついている人たちは誘導の対象とはしません。 

この計画の作成の有無によって、国の補助を受けられる

事業区域が変わってきます。人口減少・少子高齢化により、

今後、税収減が見込まれることから財源確保の点からも必

要となります。また、２０年先の都市の姿を展望したもので

あるため、効率的で効果的な財政運営を寄与推進するもと

なります。国としても総務省や厚生労働省などの関係省庁

で構成された支援チームが設置され、コンパクトシティ形

成に関する支援施策集の作成など、自治体の取組支援を行

っているものとなります。 

この計画は、都市マスタープランの一部となるもので、計

画は市の総合計画や教育、福祉など各分野の既存計画との

連携を図り策定されるものとなります。 

次にこれまでの検討経過の報告をいたします。 

国の都市再生特別措置法の改正のほか、まち・ひと・しご

と創生総合戦略にも位置付けられており、国からも計画策

定を推進されているものとなります。 

市の総合計画のリーディングプロジェクトとして、平成

２８年度から庁内組織を立ち上げ検討を進め、昨年度は計

画で定める区域のうち、都市機能誘導区域の設定を行いま

した。今年度は、もう一つ区域の居住誘導区域の設定を行っ

たうえで、計画策定を予定しています。 

計画における将来都市の骨格構造として、小田急４駅と

秦野中井インターチェンジ及び新東名高速道路スマートイ

ンターチェンジの２つのインターチェンジによる交通軸を
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重視し、コンパクト化を図り産業振興による都市の成長を

目指します。そこで、計画の都市像を「コンパクトシティ未

来戦略はだの 2040」と定めました。 

小田急４駅と秦野中井インターチェンジ及び新東名高速

道路スマートインターチェンジの２つのインターチェンジ

による交通軸を都市の骨格構造として、青色で着色した都

市機能誘導区域を７地区設定しました。都市機能誘導区域

は、小田急４駅のほか、副次的な地域の拠点として保健福祉

センター周辺、秦野赤十字病院周辺、ＵＲとの連携による拠

点形成の可能性をふまえた下大槻団地周辺の３つを位置付

けました。 

４駅と３つの副次的な拠点について、全てが同じ機能を

有するのではなく、それぞれの地域の方向性や都市機能を

誘導するための施策を定めましたが、この施策の実現性や

その他必要となるものについて、庁内で再度検証を行って

います。 

次に今年度の取組みについて報告をいたします。 

居住誘導区域の設定に当たり、コミュニティ維持や生活

に必要な都市機能施設を確保するために、一定の人口密度

を維持することを念頭に、住宅施策の方向性と考え方を次

のとおり整理しました。若者の移住・定住、都市機能の維持、

高齢者などの交通弱者の移動手段確保、産業成長、既存建物

ストック・低未利用地の活用により、今後、居住の誘導を検

討します。 

居住誘導の区域設定について、住宅政策の方向性及び基

本方針をもとに、３つの誘導種別を検討しました。駅周辺な

どの都市機能の維持を図る都市近接居住、職住近接の考え

をもとに、産業促進のため工場勤務者の定住を図る産業居

住、及び本市の自然環境の享受や農林業などの従事者を対

象とした自然共生居住の３つとなります。都市近接居住に

より中心部の人口密度を維持し、産業居住及び自然共生居

住で本市の産業を支えることを検討しています。 

区域設定の考えをもとに、本市の立地適正化計画におけ

るイメージは次のとおりとなります。交通の利便性が高く
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人が集まる都市の中心や地域の拠点に、病院、店舗などの生

活に必要な施設を誘導する都市機能誘導区域、各都市機能

のサービスを受け、生活の利便性が高い都市型居住エリア

としての都市近接居住区域、職住近接により生産性の向上

及び人材の確保を図ることを目的とした産業居住及び自然

共生居住区域、及び学校区や既存集落を中心にコミュニテ

ィの維持を図る市街化調整区域となります。 

具体的な区域設定を検討するに当たり、都市計画運用指

針で居住誘導区域から除外すべき区域として、急傾斜地崩

壊危険区域や土砂災害警戒区域などが示されおり、これら

を考慮し区域設定を行います。また、過去に整備を行った土

地区画整理事業などの施行区域については、人口の将来予

測などを勘案し区域編入を検討していきます。 

赤枠で示した市街化区域の内側に居住誘導区域を設定す

ることとなりますが、工業専用地域や土砂災害警戒区域な

どの着色箇所を除外したうえで検討を進めていくこととな

ります。 

この計画では現行の市街化区域から災害危険区域などを

除外し、都市のコンパクト化を図るため都市機能誘導区域

及び居住誘導区域を設定します。本市の計画では、居住誘導

区域の外に、生産機能を維持するための職住近接を促す区

域やコミュニティ維持を図るための区域を設定します。 

また、全ての人を居住区域内へ誘導するものではないこと

から、誘導区域とはならない縁辺部や市街化調整区域につ

いて、学校及び公民館などの既存都市機能の維持により、生

活環境の変化を抑制し既存コミュニティの維持を図りま

す。また、生活環境の変化を抑制するだけでなく、農業振興

や高齢者の買物支援に関する施策検討も必要と考えます。 

今後の予定については、居住誘導区域及び計画目標の検討

を行ったうえで、計画素案を作成します。計画素案につい

て、地区説明会及びパブリックコメントを実施し、都市計画

審議会での意見を聴取し、計画の策定及び公表を予定して

います。 
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会  長 

 

久保寺委員 

 

 

 

課長代理 

（都市総務担当） 

 

 

 

久保寺委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

課長代理 

（都市総務担当） 

 

 

 

以上の報告について、何かご質問、ご意見はありますか。 

 

現在の人口は１６６，５００人程だと思いますが、２０年

先の人口はどれくらいと想定して検討をしているのか伺い

ます。 

 

国勢調査などの結果をもとに全国的なすう勢を掲げてお

り、平成２７年の１６８，７３２人に対して、その２０年後

の平成５２年には１４５，９２３人となります。約２０年間

で８６．５パーセントの人口減少となります。 

 

私は、２０年後には１３８，０００人程度まで減少すると

考えています。そのため、工業、商業、農業及びサービス業

も含め活力を弱めないで将来もまちを維持することを都市

計画審議会の先生方の意見を聞ききながら検討して欲しい

です。 

人口減少が市の活力を弱めることから、市民生活を営む

各界の層が活力を維持できるかということを検討していか

なければならないと思っています。 

 

２０年後の都市の姿を展望する中で、立地適正化計画に

おける都市像として、小田急４駅と秦野中井インターチェ

ンジ及び新東名高速道路スマートインターチェンジの交通

軸を骨格構造とすることが記載されています。２４６バイ

パスの事業決定に向けて取組をしている中で、菖蒲に整備

される秦野インターチェンジは２４６バイパスの起点とな

ると思いますが、立地適正化計画ではどのように考えてい

るのかお伺いします。 

 

計画では、小田急４駅の活性化を重点的に図っていく拠

点作りとともに、秦野中井インターチェンジ及び新東名高

速道路スマートインターチェンジを交通軸という面で産業

をはじめとした人と物の交流促進を図るものとして捉えて

います。 
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谷 委 員 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市政策課長 

 

会  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

 

 

事 務 局 

（都市計画担当） 

秦野インターチェンジを含めた検討は行いましたが、駅

からの距離や産業系の用途地域の立地条件があまりないと

いうことで、秦野中井インターチェンジ及び新東名高速道

路スマートインターチェンジを骨格構造とすることを選択

しました。 

 

新東名高速道路における秦野インターチェンジ周辺につ

いてもよく考えて進めて欲しいと思っています。 

 

産業居住について、工業系の用途で居住というのは印象

がよくないと思います。工業系の用途地域は、基本的には産

業利用をするために住宅の立地を抑制するようになってい

るので、ニュアンスが違うと思いますが、居住誘導の考え方

としては整理されているので、表現の工夫が必要と思われ

ます。工場の隣接地に居住地域を作るという考えであれば、

適切な配置とするために用途を設定するといった表現の方

が適切かと思います。 

 

誤解を招かないように表現の整理をいたします。 

 

立地適正化計画について、専門家の中でも賛否が分かれ

ています。都市機能誘導区域を定めることについては理解

できますが、居住誘導区域を市街化区域の中に求めること

は、現実としてどうかという意見もあります。 

市街化調整区域を含め居住している人がいる中で、２０

年後に住宅がどのようになっているかという意見もありま

すが、表現は別として秦野市独自に自然共生及び産業居住

というエリアを設けたということに感銘を受けました。 

 

次に、「報告第２号 新市街地ゾーンの進捗状況につい

て」を議題とします。事務局説明をお願いします。 

 

報告第２号「新市街地ゾーンの進捗状況について」ご報告

をいたします。 
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平成２８年１１月、第７回線引き見直しにおいて、産業系

土地利用に係る一般保留の位置付けがされました「新東名

高速道路スマートインターチェンジ周辺」と「東名高速道路

秦野中井インターチェンジ周辺」の新市街地ゾーンにつき

まして、ご報告をいたします。 

第７回線引き見直しにつきましては、これまでの審議会

においても報告させていただいているところではございま

すが、今回から新たに審議会委員になられた方もいらっし

ゃいますので、線引き制度も含めてご説明させていただき

ます。 

線引き制度とは、おおむね１０年後の将来人口予測のも

と、都市計画区域について「都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針」などを都市計画に定めるとともに、無秩序な市

街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を

市街化区域と市街化調整区域に区分するもので、都市計画

の根幹をなすものです。 

これらの都市計画を見直すことを「線引き見直し」とい

い、神奈川県では昭和４５年の区域区分に関する都市計画

を定めて以来、おおむね５年ごとに県内一斉でこの「線引き

見直し」を行っており、平成２８年に第７回線引き見直しが

行われました。 

戸川地区及び西大竹地区は、保留制度のうちの「一般保

留」という位置付けになりまして、計画的な市街地整備の見

通しが明らかになった時点で随時、市街化区域に編入して

いくものです。 

こちらは、第７回線引き見直しにおいて、神奈川県により

都市計画に定められました「都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針」附図です。 

産業系土地利用に係る一般保留の位置付けがされました

「新東名高速道路スマートインターチェンジ周辺」の戸川

地区、「東名高速道路秦野中井インターチェンジ周辺」の西

大竹地区、既存の市街地とスマートインターチェンジを結

ぶ幹線道路として新たな構想路線はこちらになります。 

ここからは、戸川地区と西大竹地区を分けて、個別にご説
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明いたします。 

まず、戸川地区のまちづくりの進め方について、年度ごと

の取組目標や取組内容、地元の活動をご説明いたします。 

平成２８年度は、「まちづくり基本構想の作成」を取組の

柱とし、主に、地権者意向調査や企業ヒアリング調査を実施

するとともに、地元地権者を対象にした勉強会活動を重ね、

まちづくり推進検討会が設立されました。 

平成２９年度は、「事業手法の検討、事業区域の検討」を

取組の柱とし、まちづくり推進検討会を中心に、まちづくり

の実現に向けた事業手法の検討や、事業区域の検討、構想路

線のルート検討が実施されました。また、土地区画整理準備

組合の設立に向け、仮同意の収集を行い、権利者の約３分の

２の仮同意を得て、準備組合が設立されました。 

平成３０年度以降は、「土地区画整理事業の検討・手続き」

を取組の柱とし、準備組合を中心に、事業化検討パートナー

の選定や事業計画の検討等を進め、土地区画整理組合の設

立に向けて地域住民の事業への合意形成を図りながら取り

組んで参ります。 

戸川地区における都市計画に定める事項について、ご説

明いたします。 

都市計画の内容により都市計画決定権者は異なり、県が

定める都市計画は「区域区分」、市が定める都市計画には、

「土地区画整理事業」、「用途地域」、「地区計画」、「道路」、

「下水道」などがあります。 

それでは、各々の検討状況についてご説明いたします。 

都市計画法第７条に規定する区域区分について、市街化

区域に編入しようとする区域は、図で示す丸い破線で囲わ

れた区域で関係機関との調整を進めています。 

都市計画法第１２条に規定する市街地開発事業におい

て、現在、準備組合により、破線で囲われた区域で「土地区

画整理事業」の検討が進められています。 

都市計画法第８条に規定する地域地区について、市街化

区域への編入に伴い、「工業系」の用途地域を想定し、関係

機関との調整を進めています。 
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都市計画法第１２条の４に規定する地区計画について、

市街化区域への編入に伴い、区域全体に地区計画によるま

ちづくりルールを定めていきます。 

都市計画法第１１条に規定する都市施設の道路につい

て、既存の市街地と秦野サービスエリアスマートインター

チェンジを結ぶ新たな「構想路線」のルート検討を行ってい

ます。 

続きまして、東名高速道路秦野中井インターチェンジ周

辺の新市街地ゾーンであります西大竹地区につきまして進

捗等をご説明いたします。 

こちらの赤い丸で囲われた場所が西大竹地区です。 

はじめに、西大竹地区のまちづくりの進め方につきまし

て、年度ごとの取組内容をご説明させていただきます。 

平成２９年度は、西大竹地区と中井町にある諏訪地区に

おいて一体的な都市的土地利用を図っていくため、事業化

検討委託業務に関する協定を中井町と締結し、事業化の検

討を行いました。また、地権者に対する合同説明会も実施い

たしました。 

平成３０年度につきましては、事業計画案作成委託業務

に関する協定を中井町と締結し、事業計画の検討を行って

いる状況です。 

現在は土地区画整理事業の準備組織の設立に向けた調整

が進められています。 

こちらは区域区分になりまして、赤い点線で囲われた部

分が市街化編入予定となっている西大竹地区になります。 

続きまして事業手法についてご説明いたします。 

青色の範囲については産業系の事業集積地の整備を中井

町と一体となって目指し、産業系の用途を主とした土地区

画整理事業を想定しています。 

また、中井町側にある緑色の範囲については、土地改良事

業を想定しており、この２つの事業を同時に施行し、一体的

に土地利用を図っていく予定となっております。 

こちらは用途地域を示した図になりまして、用途地域に

ついては工業系の用途を想定しています。 
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会  長 

 

佐野委員 

 

 

 

課長代理 

（都市計画担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐野委員 

 

 

 

 

こちらは地区計画を定める範囲図になりまして、区域全

体に地区計画によるまちづくりのルールを定めていきま

す。 

最後に、都市計画手続の主な流れについてご説明いたし

ます。 

都市計画手続の主な流れは、県で定める区域区分と、市で

定める用途地域、地区計画、土地区画整理事業、道路などで

異なりますが、市街化区域への編入に伴う関連案件である

ため、今後、事業熟度や関係機関との協議進捗に合わせなが

ら、並行して都市計画手続きを進めて参ります。 

以上で報告を終わります。 

 

以上の報告について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

説明の中で、おおむね１０年後の将来予測のもと、都市計

画を定めるとありましたが、どの程度の期間で具体的に実

現するのですか。 

 

線引きの制度につきましては、神奈川県決定の案件であ

りまして、神奈川県内のおおむね１０年後の将来予測のも

と、今回の保留フレームが設定されています。事業につきま

しては、現在、戸川地区では土地区画整理の準備組合が設立

され、西大竹地区では土地区画整理の準備組織を立ち上げ

ようとしているところです。地権者の皆様の合意、企業立地

の実現性、関係機関との協議等とバランスがありますので、

スケジュールは確定したものではございませんが、本市の

取組み目標としては、平成３２年頃を目安に都市計画の手

続に入りたいと考えています。 

 

今回は、工業系の用途地域としての見直しということで

すが、最近の工業の動向は非常に素早いですし、そういう中

でタイミング良く企業が進出するかというと難しい状況だ

と思います。時代が変化している中、対応が後手に回らない

ようにすべきだと思います。 
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 課長代理 

（都市計画担当） 

 

 

会  長 

 

 

 

都市政策課長 

 

 

 

 

会  長 

 

課長代理 

（都市計画担当） 

 

 

 

 

会  長 

 

 

各 委 員 

 

会  長 

区画整理の事業化に当たっては、企業の進出の目処が立

たないと難しい状況にあります。今後、企業誘致も含めて検

討したいと考えております。 

 

 新市街地については、先ほどの立地適性化計画と産業居

住の面で関連してくると思いますが、産業居住ではどの程

度の人口の想定をしているのでしょうか。 

 

 ご質問の人口の想定につきましては、今後、総合計画の改

定、並びに都市マスタープランの改定が控えておりますの

で、その中で十分熟度を高めて精査して参りたいと考えて

おります。 

 

次に議事（３）「その他」ですが、事務局からありますか。 

 

次回審議会の開催予定ですが、議題につきましては、「立

地適性化計画について」を予定しています。 

現在のところ時期は未定ですが、開催の１か月ほど前に

は日程をお知らせいたしますので、ご承知おきいただきた

いと思います。 

 

ありがとうございます。最後に皆様の方から何かござい

ますか。 

 

（意見、質問なし） 

 

これをもちまして、本日の審議会を終了します。ご協力あ

りがとうございました。 


